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【添付資料③】 

 

大和市郷土民家園の指定管理に関する協定書（案） 

 

大和市（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）とは、大和市郷土民家園条例

（平成６年大和市条例第８号。以下「条例」という。）第１２条の規定により、大和市郷土民

家園（以下「民家園」という。）の管理運営に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）

を締結する。  

 

目 次 

 第１章 総則（第１条～第７条） 

 第２章 業務の範囲と実施条件（第８条～第１３条） 

 第３章 業務の実施（第１４条～第２９条） 

 第４章 業務実施に係る甲の確認事項（第３０条～第３４条） 

 第５章 指定管理料（第３５条～第３７条） 

 第６章 損害賠償及び不可抗力（第３８条～第４４条） 

 第７章 指定期間の満了（第４５条～第４７条） 

 第８章 指定期間満了以前の指定の取消し（第４８条～第５２条） 

 第９章 その他（第５３条～第６４条） 

 

第１章 総 則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、民家園を適正かつ円滑に管理するために必要な

事項を定めることを目的とする。 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、民家園の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民

間事業者等たる乙の知識、能力、経験を活かし、関係機関との連携のもと、民家園の設置

目的である地域における文化財の保存及び活用を図り、市民の郷土に対する認識を高める

ことにあることを確認する。 

（公共性の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、民家園の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業

務（以下「本業務」という。）の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣

旨を尊重するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲と乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って協定を誠実に履行しな

ければならない。 

（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

（管理物件） 

第６条 業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理備品からな

り、その内容は別紙２のとおりとする。 
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２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなくてはならない。 

３ 乙は、第１６条第３項の規定を除き、管理施設の形状、形質等を変更してはならない。 

（指定の期間） 

第７条 条例第１１条に規定する指定期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日ま

でとする。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第２章 業務の範囲と実施条件 
 

（本業務の範囲） 

第８条 乙が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）民家園の保存、公開及び活用に関する業務 

（２）入園に関する業務 

（３）民家園の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４）その他、市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書等に定めるとおりとする。 

（甲が行う業務） 

第９条 次の業務については、甲が自らの費用と責任において実施するものとする。 

（１）施設の目的外使用許可に関する業務 

（２）第１６条第１項に規定する管理施設の改修等 

（本業務の実施条件） 

第１０条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書等に示

すとおりである。 

（本業務の範囲及び仕様書等の変更） 

第１１条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第８条で定めた

本業務の範囲及び同条第２項で定めた仕様書等の変更を申し出ることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務の範囲の変更若しくは業務実施条件の変更又はそれらに伴う事業計画等若しくは指

定管理料の変更については、前項の協議において決定するものとする。 

（職務権限） 

第１２条 乙は、本業務に関わる職務及び権限を明確にし、その責務を明らかにするものと

する。 

（連絡調整会議） 

第１３条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、定期又は随時に連絡調整会議を開催

することができる。 

 

第３章 業務の実施 

 

（本業務の実施） 

第１４条 乙は、本業務を実施するに当たり、条例及び大和市郷土民家園条例施行規則（以

下「規則」という。）、その他関係法令（以下「関係法令等」という。）、その他行政機関が

定めた計画、指針、要綱、通知等を遵守するとともに、善良な管理者の注意を持って、誠

実かつ公正に履行しなければならない。 
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２ 乙は、本協定、条例、規則及び関係法令等のほか、仕様書等及び企画提案書に従って本

業務を実施するものとする。 

３ 本協定、仕様書等及び企画提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様書等、

企画提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、企画提案書にて仕様書等を上回る水準が提案されている場合

は、企画提案書に示された水準によるものとする。 

５ 乙は、民家園の特性に配慮し、必要な資格又は十分な能力を有する職員を適切に配置し

て本業務を遂行しなければならない。 

（第三者による実施） 

第１５条 乙は、別紙３に定める業務を除き、本業務を一括して第三者に対して委託しては

ならない。ただし、本業務の一部についてあらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでは

ない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に委託する場合には、すべて乙の責任及び費用において行う

ものとし、本業務に関して乙が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及

び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用と

みなして、乙が負担するものとする。 

３  乙は、本業務のうち個人情報を取り扱う業務の一部を第三者に委託しようとするときは、

あらかじめ甲の承認を得なければならない。当該第三者が、更に委託を行おうとするとき

も同様とし、乙は、このことについて当該第三者に説明するとともに、甲が本業務の委託

状況のすべてについて常時把握できるようにしなければならない。 

（管理施設の改修等） 

第１６条 管理施設の改修、改造、増築、又は移設（以下「改修等」という。）については、

次項の規定を除き甲が自己の費用と責任において実施するものとする。 

２ 乙は、本業務の効率的又は効果的な運営を目的として管理施設の改修等を行おうとする

場合には、甲に協議を申し出ることができる。当該協議においては当該改修等の必要性、

妥当性等を検討するものとし、甲がその必要性、妥当性等を適正と認めた場合に、乙は当

該改修等を自己の費用と責任において実施できるものとする。 

３ 管理施設の修繕については、１件につき５万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の

ものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、１件につき５万円（消

費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては、乙が自己の費用と責任において実施

するものとする。 

（甲による備品の貸与） 

第１７条 甲は、別紙２に示す管理備品を、無償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、管理備品を良好な状態に保つものとする。 

３ 管理備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、

乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該管理備品を購入又は調達するものとし、

引き続き乙に無償で貸与するものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により管理備品をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に

応じて甲に対しこれを弁償又は乙の費用で当該管理備品を購入又は調達しなければならな

い。 

（乙による備品の購入） 

第１８条 乙は、自己の責任と費用により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供
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することができるものとする。 

（緊急時の対応） 

第１９条 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合のリス

クマネジメントマニュアルを作成し、甲の承認を受けるものとする。 

２ 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、前項のリス

クマネジメントマニュアルに基づき速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係

者に対して緊急事態発生の旨を速やかに通報し、甲に対し報告書を提出しなければならな

い。 

３ 事故等が発生した場合には、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。  

（暴力団排除について） 

第２０条 乙は、大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）及び乙が定める不

当要求行為等の対策に関する規程の趣旨にのっとり、集団的又は常習的に暴力その他不法

行為を行うおそれがある組織等の排除に努めなければならない。 

（守秘義務に関する事項） 

第２１条 乙又は本業務の一部に従事する者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容

を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定

の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者がその職を退い

た後においても同様とする。 

（個人情報の保護） 

第２２条 乙は、本業務に関し保有する個人情報の漏えい、き損、滅失の防止並びに当該個

人情報に係る開示、訂正、利用停止等については、大和市個人情報保護条例（平成１５年

大和市条例第２２号）及び乙が定める個人情報の保護に関する規程の趣旨にのっとり、必

要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別紙４の

個人情報取扱特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。指定の期間が終了し、又

は指定を取り消された後においても同様とする。 

（情報公開） 

第２３条 乙は、大和市情報公開条例（平成１２年大和市条例第１９号）及び乙が定める情

報の公開に関する規程の趣旨にのっとり、本業務の内容に係る情報を公開し、透明性を確

保するよう努めなければならない。 

２ 乙は、前項の規定による情報の公開を適正かつ円滑に実施するため、本業務の内容に係

る文書、図画、写真及び電磁的記録を適正に管理するものとする。 

３ 乙は、インターネット上に民家園に関するホームページを開設し、大和市民に対し情報

の提供に努めるものとする。 

（情報資産） 

第２４条 乙は、本業務を処理するため情報資産（非公開情報）を取り扱う場合は、別紙５

の情報資産（非公開情報）の取扱いに関する特記事項に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（文書の管理・保存） 

第２５条 乙は、本業務に伴い作成し、又は受領した文書等について、適正に管理・保存す

ることとし、指定期間の終了、又は指定の取消しを受けた後に甲の指示に従って引き渡す

ものとする。なお、文書等の廃棄については甲の指示に従うものとする。 
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２ 前項に規定する文書等の保存年限は、大和市行政文書取扱規程（大和市訓令第６号）で

定める期間と同等以上の期間となるよう、乙が規程等で定めるものとする。 

（防犯カメラに関する運用基準の作成及び遵守） 

第２６条 乙は、民家園に設置されたカメラ（大和市防犯カメラの設置及び運用に関するガ

イドライン（平成２０年８月１日制定）に定める対象となるカメラをいう。以下同じ）に

ついて、その適正な管理等を定めた運用基準を作成し、これを遵守しなければならない。 

２ 乙は、カメラを扱う業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承

認を得なければならない。当該第三者が、更に委託を行おうとするときも同様とし、乙は、

このことについて当該第三者に説明するとともに、甲が本業務の委託状況のすべてについ

て常時把握できるようにしなければならない。 

（利用者からの意見聴取） 

第２７条 乙は、本業務に関し、常時又は期間を定めて行う期間にあっては当該期間中、利

用者から意見を聴取しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は必要があると認めるときは、乙に対して期限を指定して

利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。 

３ 乙は、利用者から聴取した意見を施設内及びホームページ上で公開しなければならない。 

（自己評価） 

第２８条 乙は、本業務の実施状況について、自己評価をしなければならない。 

２ 自己評価の方法等については、甲、乙協議して定める。 

（環境保全活動） 

第２９条 乙は、大和市役所環境マネジメントシステムに基づく大和市環境方針の基本理念

を自覚し、本業務の実施にあたっては環境の保全に努めるものとする。 

２ 乙は、次の報告書を作成し、提出月の１４日までに甲に報告するものとする。 

（１）光熱水・燃料・廃棄物等の状況報告書 〔様式１ 提出月１０月、４月〕 

 

第４章 業務実施に係る甲の確認事項 

 

（事業計画書等の提出） 

第３０条 乙は、毎年度開始前に次の事項を記載した事業計画書を作成し、当該年度の前年

度３月１日までに甲に提出しなければならない。ただし、指定期間初年度については４月

１日に提出するものとする。 

（１）本業務に係る事業計画案 

（２）本業務に係る収支予算案 

（３）その他甲が必要と認める事項 

２ 甲及び乙は、前項に規定する事項を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定

するものとする。 

（月次事業報告書の提出） 

第３１条 乙は、毎月終了後に次の事項を記載した月次事業報告書を作成し、翌月１０日ま

でに甲に提出しなければならない。 

（１）民家園の利用状況（利用者数、利用拒否等の件数・理由） 

（２）民家園の事業実施状況 

（３）施設利用者からの苦情、要望、意見及びそれに対する対応状況 
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（４）その他甲が必要と認める事項 

（年次事業報告書等の提出） 

第３２条 乙は、毎年度終了後に次の事項を記載した年次事業報告書を作成し、当該年度終

了後６０日以内に甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り

消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分を受け

た日の翌日から起算して６０日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の年次

事業報告書を作成し、提出しなければならない。 

（１）民家園の管理運営業務の実施状況 

（２）民家園の利用状況（利用者数、利用拒否等の件数・理由） 

（３）民家園の管理・運営経費等の収支状況 

（４）事業の実施状況 

（５）前４号に掲げるもののほか、民家園の管理の実態を把握するために必要なものとして

甲が別に定める事項 

２ 乙は、毎年度終了後遅滞なく、当該年度分の乙の財政状況等を説明する書類を甲に提出

するものとする。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、月次事業報告書及び年次事業報告書（以下「事業報

告書等」という。）の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して文書又は口頭によ

る説明を求めることができるものとする。 

（甲による業務実施状況の確認） 

第３３条 甲は、第３１条及び前条により乙が提出した事業報告書等に基づき、乙が行う本

業務の実施状況の確認を行うものとする。 

２ 甲は、前項における確認のほか、乙による本業務の実施状況等を確認することを目的と

して、随時民家園に立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や

本業務に係る管理運営経費等の収支状況等について説明を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 

（甲による業務の改善勧告） 

第３４条 前条による確認の結果、乙による本業務の実施状況が甲が示した条件を満たして

いない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならな

い。 

 

第５章 指定管理料 

 

（指定管理料の支払い） 

第３５条 甲は、業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。 

２ 甲が乙に対して支払う年度毎の指定管理料は、別紙６のとおりとする。 

３ 前項の指定管理料は半期ごとの前払いとし、各期の支払い額は、別紙７のとおりとする。 

４ 乙は、各半期の最初の月に指定管理料の請求を行い、甲は、請求書を受領してから３０

日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

（指定管理料の変更） 

第３６条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準、物価水準の変動、法制度等の変更及び管理
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施設の改修工事等に伴う休館により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更の協議を申し出ることができるも

のとする。 

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更金額については、前項の協議により決定するものとする。 

（本業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第３７条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本

業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

 

第６章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第３８条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたと

きは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

（第三者への賠償） 

第３９条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場

合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事

由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場

合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができ

るものとする。 

（保険） 

第４０条 本業務の実施にあたり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。 

（１）火災保険 

（２）施設賠償責任保険（甲の責めに帰すべき事由によるもの） 

２  本業務の実施あたり、乙は施設賠償責任保険（乙の責めに帰すべき事由によるもの）を

付保しなければならない。保険の内容及び保険金額は仕様書等のとおりとする。 

３  乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を

契約締結後速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同

様とする。 

（不可抗力発生時の対応） 

第４１条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応

措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力し

なければならない。 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第４２条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、そ

の内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不

可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加負担が発生した場合、当該費用につい

ては合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。 
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４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や費用負担が発生した場合、当該費用につい

ては、甲が負担するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第４３条 前条第２項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施が

できなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定

に定める義務を免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙

が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することが

できるものとする。 

（責任の分担） 

第４４条 本業務に関する甲乙間の責任の分担（以下「リスク分担」）という。）は、別紙８

に定めるとおりとする。 

２ 別紙８に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙協議の上、当該事態に係る

リスク分担を決定する。 

 

第７章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第４５条 乙は、本協定の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、業務の引継ぎ等を

行わなければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定す

るものによる管理物件の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 

（原状回復義務） 

第４６条 乙は、本協定の満了までに、指定期間の開始日を基準として管理施設を原状に回

復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理施設の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

（管理備品の扱い） 

第４７条 本協定の満了に際し、乙は、甲又は甲が指定するものに対して、管理備品を引き

継がなければならない。 

 

第８章 指定期間満了以前の指定の取消し 

 

（甲による指定の取消し） 

第４８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、

又は、期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 

（１）乙が、条例、規則又はこの協定の規定に違反したとき 

（２）乙が、甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

（３）乙が、第３４条第１項に規定する甲の改善勧告に従わないとき 

（４）乙又は乙の代表権を持つ者が次のいずれかに該当することとなったとき 
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（ア）法律行為を行う能力を有しない者 

（イ）破産者で復権を得ない者 

（ウ）国税及び地方税等を滞納している者 

（エ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）により更生又は再生手続きをしている者 

（オ）指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項規定により準用する場合

を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触する者 

（カ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７号の４第２項（同法施行令

第１６７条の１１第１項の規定により準用する場合を含む。）の規定により、甲にお

ける一般競争入札の参加を制限されている者 

（キ）大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、市の執行機関にお

ける一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者66  

（ク）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内

に指定管理者の指定を取り消された者 

（ケ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第

２号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行う者となったとき又は法人等

の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員となったとき。 

（コ）大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５号に掲げる暴力団経営

支配法人等であること。 

（サ）労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施について労働基

準監督署に報告をしていない者 

（５）乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難である

と認められるとき 

（６）組織的な不正行為が行われていた場合など、乙に本業務を行わせておくことが、社会

通念上著しく不適当と判断されるとき 

（７）自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき 

（８）その他乙による管理を継続することが困難と甲が認めたとき 

２ 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知し

た上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。 

（１）指定の取消しの理由 

（２）指定の取消しの要否 

（３）乙による改善策の提示と指定の取消しまでの猶予期間の設定 

（４）その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを

負わない。 

（乙による指定の取消しの申出） 

第４９条 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることが

できるものとする。 

（１）甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

（２）甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき 
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（３）その他、乙が必要と認めるとき 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

（指定管理料の返還） 

第５０条 甲は、前２条の規定により指定の取消し等を行ったときは、指定管理料の全部又

は一部の返還を求めることができる。この場合において、乙の責めに帰すべき事由により

甲に生じた損害については、甲乙協議の上、乙が負担するものとする。 

（不可抗力による指定の取消し） 

第５１条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、

相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。 

３  前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認めら

れる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。 

（指定の取消し時の取扱い） 

第５２条 第４５条から第４７条までの規定は、第４８条、第４９条及び第５１条の規定に

より指定が取り消された場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合その限り

ではない。 

 

第９章 その他 

 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第５３条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてな

らない。 

（自主事業） 

第５４条 乙は、民家園の設置目的に合致し、かつ他の本業務の実施を妨げない範囲におい

て、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。ただし、第

３０条の事業計画書に記載するものとする。 

（公共料金の支払い） 

第５５条 乙による公共料金の支払い開始及び終了は、別紙９によるものとする。 

（重要事項の変更の届出） 

第５６条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更、及び民家園に係る重要な人事異

動を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。 

（請求、通知等の様式その他） 

第５７条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、届出、申出、報告、承諾及び解除は、本協

定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなくてはならない。 

２ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計量単位は、本協定で特別の定めがある場合を除

き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによる。 

（専用印の用途及び届出） 

第５８条 乙は、使用する専用印の取扱い、その他当該印について必要な事項を定め、印影

を甲に届けるものとする。 

（苦情への対応） 

第５９条 乙は、民家園利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じ、
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文書として記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなければならない。 

２ 苦情を受けた場合には、乙は甲と協力しその原因調査に当たるものとする。 

（乙の義務） 

第６０条 乙が負担する義務は、第２１条、第２２条、第２３条、第２４条、第２５条、第

４５条、第４６条、第４７条及び第５２条に基づき、本協定の終了後も存続するものとす

る。 

（協定の変更） 

第６１条 本業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じた

ときは、甲と乙の協議により、本協定の規定を変更することができるものとする。 

（解釈） 

第６２条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若

しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部に

ついて責任を負担するものと解釈してはならない。 

（疑義についての協議） 

第６３条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めの

ない事項については、甲と乙の協議により、これを定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第６４条 本協定に関する紛争は、大和市を所管とする裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 

令和３年 ４月 １日 

 

（甲） 大和市下鶴間１－１－１ 

大和市 

大和市長      印 

 

（乙） 住所 

団体名 

代表者       印 
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別紙１（第５条関係） 

 

 

 

用語の定義 

仕様書等 ・大和市郷土民家園指定管理業務仕様書 

・大和市郷土民家園指定管理者募集要項 

企画提案書 民家園の指定管理者の選定にあたり、乙が提出した企画提

案書 

リスクマネジ

メントマニュ

アル 

緊急時対策、防犯・防災対策についての危機管理マニュア

ル 

不可抗力 自然的現象（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、

土砂崩落等）、及び人為的事象（戦争、テロ、暴動等）で、

通常要求される一切の注意や予防を行っても避けること

のできないもの 
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別紙２（第６条関係） 

 

管理物件 

 

１ 管理施設 

 

（１）名 称  大和市郷土民家園 

（２）所 在 地  大和市上草柳６２９番地１ 

（３）開園時期  平成６年５月 

（４）建物概要 

指定重要有形文化財の民家２棟、管理棟１棟、その他付属施設 

① 旧小川家住宅（復元古民家：１０９.34 ㎡） 

江戸時代の建築 寄棟造 茅葺き 

② 旧北島家住宅（復元古民家：１５３.32 ㎡） 

江戸時代の建築 入母屋造 茅葺き 

③ 管理事務所（４１.31 ㎡） 

木造平屋建  

④ その他 

ポンプ室・消火水槽・表門・裏門・非常用出入口門扉・放水銃等 

（５）敷地面積   ３,７５９.20 ㎡ 

 

２ 管理備品 

 

No 品名 規格形状 

1 餅臼 ミズメ桜 45cm 

2 集会用テント OT-21 式 H2 号 B 

3 デジタルハイビジョンテレビ 32V 日立 L32-H03 

4 デジタルハイビジョンテレビ 32V 日立 L32-H03 

5 ポータブルワイヤレスシステム ソニー SRP-A800 SRP-800T 

6 耐火庫 ライオン EX-685 ダイヤル式 

7 冷蔵庫 ナショナル NR-B8M4-W 

8 食器棚 コクヨ BK-W12 

9 掃除用具箱 コクヨ CLK-45M 

10 会議用テーブル ライオン DAK-2412 

11 スロープ アルミ 4 つ折 PVW300 

12 電話設備 IP OFFICE S 

13 スチール物置 イナバ NBN-30 型 
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別紙３（第１５条関係） 

 

 

 

委託可能業務 

番号 業務名 

１ 消防用設備定期点検 

２ 空調設備保守点検 

３ 浄化槽維持管理 

４ 浄化槽検査 

５ 汚水処理 

６ 一般電気工作物保守管理 

７ 機械警備 

８ 資源分別回収運搬処分 
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別紙４（第２２条関係） 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（個人情報の取扱い） 

第２条 乙は、この協定により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の安

全かつ適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（秘密等の保持） 

第３条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らして

はならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、この協定に係る従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を、別紙①の様式により

乙に提出させなければならない。 

（委託の禁止） 

第４条 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委

託してはならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第５条 乙は、この協定の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ

る場合は、これらの正社員以外の労働者にこの協定に基づく一切の義務を順守させなければ

ならない。 

２ 乙は、甲に対して、前項に掲げた正社員以外の労働者の全ての行為及び結果について責任

を負うものとする。 

（収集の制限） 

第６条 乙は、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達

成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を本協定の目

的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾な

くして複写又は複製してはならない。 

（従業者の明確化及び名簿の作成） 

第９条 乙は、この協定による業務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う従業者を明確に

し、別紙②の様式により当該従業者の名簿を作成しなければならない。 

２ 乙は、この協定締結後、速やかに、前項により作成した名簿を甲に対して提出しなければ

ならない。当該従業者に変更があった場合も同様とする。 

（従業者に対する監督・教育） 

第１０条 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、この協定による業務を処理す

る従業者の監督及び従業者に対する教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う情報システムを
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管理する従業者に対し、情報システムの管理及び運用並びにセキュリティ対策に関して必要

な教育及び研修を実施しなければならない。 

（持ち出しの禁止） 

第１１条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾

なくして事業所内から持ち出してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾を得て甲から引き渡された個人情報を事業所内から持ち出すとき（郵送等

の方法により送付する場合を含む）には、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、

施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用など、安全な方策を講じなければな

らない。 

（返還及び廃棄義務） 

第１２条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を指定の期

間終了後、速やかに甲に返還をするか又は甲の指示に従い廃棄をしなければならない。 

２ 乙は、甲から引き渡された個人情報を廃棄するときは、個人情報を復元不可能な状態にし

なければならない。 

（事故報告義務） 

第１３条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報に関する紛

失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従

わなければならない。 

２ 前項の場合、乙は、被害の拡大防止及び復旧のために必要な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

（事故発生時の責任） 

第１４条 前条の場合において、甲に損害を与えたときは、乙は賠償責任の責めを負う。 

（委託による損害賠償） 

第１５条 個人情報に係る処理等の業務の委託を行ったことにより、甲に損害を与えたときは、

乙が賠償責任の責めを負う。 

（指定の取消し） 

第１６条 甲の承諾を得ないで個人情報に係る処理等の業務の委託を行った場合には、甲は乙

の指定を取り消すことができる。 

（報告義務） 

第１７条 乙は、この協定の個人情報の取扱いに関する規定を順守しているか、乙が定めた個

人情報の取扱いに関する内部規程を遵守しているか、並びにそれらを遵守できなかった場合

にはその理由及び改善策について、毎年度終了後６０日以内に、文書により甲に報告しなけ

ればならない。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合には、文書又は口頭

により直ちに報告しなければならない。 

（監査及び調査） 

第１８条 甲は、この協定に係る個人情報の取扱いについて、この協定に基づいた必要な措置

が講じられているかにつき検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は調査

を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定の処理に関

して必要な指示をすることができる。 
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別紙① 

 

個人情報保護に関する誓約書（例） 

 

（事業所名） 

（代表者職・氏名）殿 

 

 

私は、貴事業所における業務に従事するに際し、個人情報の保護に関する下記の事項を遵守

することを誓約し、本誓約書を提出するものです。 

 

 

記 

 

１ 業務上知り得た貴事業所の取引先を含む利害関係者（以下「取引先等」という）の個人情

報について、貴事業所の代表からの業務指示なくしては、第三者に対して、漏えい又は開示

してはならず、自己のために使用しないこと 

 

２ 貴事業所の個人情報保護に関する規程等を遵守し、貴事業所が実施する個人情報保護に関

する研修に真摯に取り組み、個人情報の保護に関する高い意識を常に保持すること 

 

３ 取引先等の個人情報を取り扱うに際しては、漏えい、紛失、又はき損しないように適切に

管理し、盗難被害に対しても最大限可及的に回避するべく注意義務を尽くすこと 

 

４ 万が一個人情報が漏えいした場合、又はその可能性が疑われる場合には、直ちに貴事業所

の管理者に報告し、必要な指示を受けること 

 

５ 貴事業所を退職するに際しては、貴事業所及び取引先等から開示された一切の個人情報に

関する資料を貴事業所に返却すること 

 

以上 

 

 

年  月  日 

（誓約者） 

 

住所：                    

 

氏名：                ㊞    
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別紙② 

 

年  月  日 

大和市長 殿 

 

 

事業所名：                  

 

代表者名：               ㊞    

 

 

個人情報取扱従事者名簿（例） 

 

 

No. 従業者の氏名 研修実施の有無 誓約書提出の有無 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    
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別紙５（第２４条関係） 

 

情報資産（非公開情報）の取扱いに関する特記事項 

 

（非公開情報の定義） 

第１条 非公開情報とは、個人情報（大和市個人情報保護条例第２条（４）に該当する情報）

及び業務上必要とする最小限度の範囲の職員が取り扱う、又は公開を予定していない情報

資産（大和市情報セキュリティ基本方針「３．定義」に定められている情報資産）とし、

次の被害が想定されるものをいう。 

（１）市民の生命に危険が及ぶもの又は市民の財産及びプライバシーを侵害するもの全て 

（２）企業、国及び他の自治体に影響が及ぶもの全て 

（３）市内部の事務に影響が及ぶもの全て 

（秘密等の保持） 

第２条 乙は、この協定による業務に関して知り得た非公開情報の内容をみだりに他に漏ら

してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（委託の禁止） 

第３条 乙は、甲が承認した場合を除き、非公開情報の処理は自ら行い、第三者にその処理

を委託してはならない。 

（目的外の使用禁止） 

第４条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を本協定

の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第５条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を甲の承

諾なくして複写又は複製してはならない。 

（保管、搬送等） 

第６条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報をき損及

び滅失することのないよう、授受、搬送、保管及び廃棄などの際に、安全な管理に努めな

ければならない。 

（返還義務） 

第７条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を業務完

了後、速やかに甲に返還しなければならない。 

（事故報告義務） 

第８条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報の内容を

漏えい、き損及び滅失した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければなら

ない。 

（責任の境界） 

第９条 乙は、乙自身及び甲が認めた第三者が特記事項に違反若しくは不注意などにより非

公開情報を漏えい、き損及び滅失した場合には、その責任の全てを負わなければならない。 
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別紙６（第３５条関係） 

 

 

 

年度別指定管理料 

年度 指定管理料の額 

令和３年度 ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和４年度 ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和５年度 ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和６年度 ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和７年度 ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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別紙７（第３５条関係） 

 

 

 

各期の指定管理料支払額 

期 金額 

上半期（４～９月分） ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 

下半期（１０～３月分） ○，○○○，○○○円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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別紙８（第４４条関係） 

 

リスク分担表 

種 類 内 容 市 
指定 

管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加等  〇 

上記のうち急激な変動によるもの 協議 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

上記のうち急激な変動によるもの 協議 

周辺住民・市民等及

び施設利用者への

対応 

事業に対する苦情、反対、要望、訴訟 ○ △ 

施設管理、運営業務内容に対する市民等及び施設利用者からの苦情、反

対、要望、訴訟への対応 
△ ○ 

法令等の変更 消費税（地方消費税を含む）率等の変更 協議 

一般的な税制変更等  ○ 

上記以外の施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○ △ 

政治、行政的理由に

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、

又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管

理運営経費における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力等 不可抗力に伴う、施設、設備の修復による経費の増加によるもの 〇 △ 

書類の誤り 仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

企画提案書等の指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

施設・設備の損傷 経年劣化によるもの（１件あたり５万円（消費税及び地方消費税含む）

未満の修繕費） 
 ○ 

経年劣化によるもの（乙の責めに帰さない修繕で、上記以外のもの） ○  

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（１件あ

たり５万円（消費税及び地方消費税含む）未満の修繕費） 
 ○ 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（上記以

外のもの） 
○  

上記以外のもの 協議 

第三者への賠償 指定管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協議 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪の発生  ○ 

ただし、犯罪による損害額が著しい場合 協議 

情報の保護 指定管理者が知り得た情報の漏洩  ○ 

債務不履行 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの  ○ 

指定管理業務終了

時の費用 

指定期間終了、中途における指定取消しに伴う撤収費用及び新しい指定

管理者への引継費用 
 ○ 

利用者の許認可 指定管理者の責によるもの  ○ 

コスト増大 施設管理上必要となった経費  ○ 

自主事業 自主事業の運営に関するもの  〇 

管理瑕疵 指定管理者の管理瑕疵に起因する損害等によるもの  〇 

事業の変更・遅延・

中止 
指定管理者の運営上の瑕疵、事業放棄、事業破綻によるもの  ○ 

要求水準未達 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合  ○ 

その他 その他管理者の責めに帰すべき事由によるもの  〇 

その他市の責めに帰すべき事由によるもの 〇  
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別紙９（第５５条関係） 

 

 

 

公共料金の支払い 

公共料金の種類 開  始 終  了 

電気料金・水道料金 令和３年４月分請求 令和８年３月分請求 又は指定が取り

消された月の当該月分請求 

電話料金・固定電話発

信の携帯電話料金 

令和３年５月分請求 令和８年４月分請求 又は指定が取り

消された月の翌月分請求 

 

 

 


